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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　妙賀山クリーンセンターはごみの中継施設であり、市内ごみ処理業務における中核施設である。本業務では搬出クレー
ンの中心的な駆動部である電動機（巻上、走行、横行）と、各ブレーキ、操作盤SW関係、巻上ドラムの更新を行う。
これらは既設メーカーの独自設計により製作されたクレーン設備の一部であるため、当該設備並びに既存設備の取り合い
に係る図面や技術的な内容を把握している業者でなければ更新することができない。
　本請負人は、既設クレーンメーカーより当該設備のアフターサービス業務を譲渡された唯一の業者である。また、クレー
ン設備全体の機能・性能を担保させる点からも本業務は、本請負人が実施する必要がある。
　以上の理由により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第２号に該当
すると考えるため、本請負人と随意契約を行う。

妙賀山クリーンセンタークレーン電動機等補修
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